
流札時 成約時 組合員 協会員 特別会員

1,100円 6,600円 9,900円 7,700円 8,800円 9,900円

出品料
成約料

落札料

・クレーム申告期限：搬出日含む5日以内

（遠隔地は1日延長）

・搬入が期限より遅れた場合、1日5,000円/台のペナル

ティが課せられます。またクレーム期限は遅れた日数

分延長となります。

・ＪＵ石川協会員の出品に限る

・ＪＵ石川にて出品履歴のある流札車両

（過去4開催まで可）

・査定時と搬入時の車両状態に差異がないこと

※走行及び装備品等の有無

・軽四、普通車両の走行可能車

※中型、大型、特殊車両は出品不可

※不動車、現状車、改ざん車は出品不可

・出品の受付期限はＡＡ前日の15：00迄

・前回までのＡＡ流札時の出品票を引用しますので、現車と記載内容が大幅に異な

る場合は出品時に必ず申告ください。（走行距離、装備品、ナンバー等）

・成約後ＡＡ開催日含む2日以内（木曜日）の各日16：00迄に搬入してください。

・流札時次回出品されない場合のご連絡は開催日翌日の木曜日迄にお願いします。

・6開催目の再出品時は再査定が必要となりますので搬入してください。

・ＪＵ即落、ワンプラへの出品は出来かねます。

・当会場には現車はありませんので、画像と出品票での確認となります。

・下見代行サービスは行っておりません。

・搬出はＡＡ開催日の翌々日金曜日（搬入日によっては最短で木曜日）の

9：00以降可能です。

・搬出期限は翌週月曜日17：00迄。期限超過の場合は規約に則りペナルティが課せ

られます。

・クレームについては「ＪＵ石川オートオークション規約」を基準とします。


